
名称 内容 募集期限 担当課

　

パブリック・コメント制度

市の政策等市の政策等にに
ご意見ご意見ををお寄せくださいお寄せください

さいたま市では、市民の皆さんの意見を市政に反映させ
るため、基本的な計画や条例の素案等に対して広く意見
を募集するパブリック・コメントを実施しています。

詳しくはこちら▶

第３期さいたま子ども•青少年
のびのび希望（ゆめ）プラン（素案）

本市の子ども・若者・子育て世帯に関する総合的な
計画の素案（計画期間：令和7～11年度）

市役所 子ども・青少年政策課
Ｔ829･1909、Ｆ829･19601月24日㈮

担当課、各区情報公開コーナー、市ホームページなど
※パブリック・コメントを実施した（予定している）計画など、詳しくは、市ホームページでご覧になれます。

資料の公表場所

届出 届出期間 届出人 届出に必要なもの

転入届
（本市に越してきた方）

転入をした日から
14日以内

本人または
世帯主ほか

●住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード（お持ちの方）
●転出証明書（前住所地の市区町村役場で発行されている場合）
●国民健康保険被保険者証等の資格が確認できるもの（すでに加入している世帯に一部転入し、世
帯主が変わる場合 )

●国民年金手帳（加入者）
●介護保険受給資格証（受給者）

転出届
（本市から越される方）

転出する前
（1か月前から
受け付けます）

●住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード（お持ちの方）
●国民健康保険被保険者証等の資格が確認できるもの（加入者）
●印鑑登録証（印鑑登録している方）
●介護保険被保険者証（加入者）
●後期高齢者医療被保険者証または資格確認書（加入者）
●子育て支援医療費受給資格証（受給者）

転居届
（市内で越された方）

転居をした日から
14日以内

●住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード（お持ちの方）
●国民健康保険被保険者証等の資格が確認できるもの（加入者）
●介護保険被保険者証（加入者）
●後期高齢者医療被保険者証または資格確認書（加入者）
●子育て支援医療費受給資格証（受給者）
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住民登録に関する届出 ～届出は区民課または各支所へ～

●届出には本人が確認できる証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）が必要です。代理人が届出する場合は委任状が必要です。
●住民登録の届出に印鑑は不要ですが、届出に伴う諸手続きで必要な場合があります。
●外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書を併せてお持ちください。

くらしの情報


